
 

 

 

【診断書作成・提出の流れ】 

 （１）  診断書記載医師  → 肝疾患診療連携拠点病院に常勤する肝臓専門医 

       （送付） 

        ・診断書（様式第２号の６） 

        ・意見書（様式第２号の９） 

     ※様式第２号の６の診断書送付の際は、様式２枚目の「本診断書を作成する医師」の

項目は空欄にしてください。（意見書添付チェック欄のため） 

      ※意見書作成のため、場合によって拠点病院で診察を依頼することがあります。 

      ※滋賀県肝疾患診療連携拠点病院で意見書を作成する場合は、文書料（保険適用外）

が発生しますので予めご了承ください。 

 

 （２）  肝疾患診療連携拠点病院に常勤する肝臓専門医 → 診断書記載医師 

       （返送） 

        ・診断書（様式第２号の６） 

        ・意見書（様式第２号の９） 

      ※併せて、「肝炎等克服実用化研究事業への参加依頼文」が送付される場合があります。 

  

 （３）  診断書記載医師 → 患者（滋賀県肝炎治療特別促進事業助成希望者） 

        ・診断書（様式第２号の６） 

        ・意見書（様式第２号の９） 

 

 （４）  患者（滋賀県肝炎治療特別促進事業助成希望者） → 保健所 

        ・診断書（様式第２号の６） 

        ・意見書（様式第２号の９） 

       ・交付申請書その他 

 

 ※滋賀県において指定する肝疾患診療連携拠点病院は下記のとおりです。 

 

 ◇大津赤十字病院 医事課 

  【問合せ先】 077-522-4131（代表） 

  【診断書等送付先】〒520-8511 滋賀県大津市長等一丁目 1-35 医事課 

 

 ◇滋賀医科大学医学部附属病院 肝疾患相談支援センター 

  【問合せ先】 077-548-2744 

  【診断書等送付先】〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 肝疾患相談支援センター 

 

 

 


